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災害時における仮設トイレ等の提供に関する協定を締結 
 

 

 
 

１ 協定締結日時・場所 

 日時：５月２７日（月） 午後２時から 

 場所：市役所３階 第２委員会室 

 

２ 協定締結者 

＜旭ハウス工業株式会社＞ 

営業本部 西日本営業部 部長 山﨑  努（やまさき つとむ）ほか 

 

＜ベクセス株式会社＞ 

中日本推進部長 野島 利之（のじま としゆき）ほか 

 

＜日野興業株式会社名古屋支店＞ 

名古屋支店 支店長 岩沼 雅樹（いわぬま まさき）ほか 

  

＜知多市＞ 

市長 宮島 壽男（みやじま としお）ほか 

 

３ 協定の内容 

災害時における仮設トイレ等の提供について定めた協定を締結するもの。 

 

(1) 市は事業者に対して仮設トイレ、その他のレンタル機材の提供を要請する。 

(2) 事業者は要請に対し営業に支障が生じない範囲において、可能な限り協力する。 

 

環境政策課 
担当：生活環境チーム 阿知波 

（０５６２－３６－２６６１） 

 災害時における住民の生活環境の保全及び公衆衛生の維持を目的として、旭ハウス工業

株式会社、ベクセス株式会社、日野興業株式会社名古屋支店の３社と、災害時における仮

設トイレ等の提供に関する協定を締結します。 


